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健康課　☎７３－３０１４

▲

問い合わせ

健康課　☎７３－３０１４

▲

問い合わせ健康課　☎７３－３０１４

▲

問い合わせ

地域包括支援センター
（介護保険課内）
☎７３－３０１７

冬に爆発！
血管の病気「動脈硬化」

脳きらり教室

“入れ歯友の会”を終えて 西香川病院の増築工事が完成

日程

人と話すんジャー

参加者募集

４～７月　各地区月１回　４回シリーズ

詳しい日程は、３月中旬に申し込み者に送付
します。

高瀬町　市役所西館大会議室

山本町　山本町保健センター

三野町　三野町保健センター

豊中町　豊中町保健センター

詫間町　マリンウェーブ

仁尾町　仁尾文化会館

財田町　財田町国保高齢者
　　　　　保健福祉支援センター

内容 医学的な講話、笑いの講演会、運動など

参加料 無料

場所

申し込み・問い合わせ

　認知症は、加齢や病気などが原因となり、だれもがか

かる可能性のある病気です。

　しかし、生活習慣を変えて発症を遅らせたり、早期に

発見して症状を軽くおさえたりすることができます。�   

『脳きらり教室』に参加して、認知症を予防しましょう。

　『入れ歯友の会』は今年度で２年が終了しました。

昨年度の参加者は６９人、今年度は１０２人とたくさん

の人が参加し、入れ歯の話や手入れ方法について皆さ

んと話し合いました。

　“くしゃみで入れ歯が外れた話”、“酔って入れ歯を

外した場所がわからず探した話”など、笑えるようで

笑えない話とともに、「もちやいちじくが食べにくい」

などの苦労話も話題になりました。

　『入れ歯友の会』は、入れ歯と友達になってもらう

ための会です。今後、入れ歯の理解を深め、また、入

れ歯の調子がよくなるヒントを皆さんと一緒に考えて

いきたいと思います。

　ぜひご参加ください。

　昨年の４月に着工した病棟の増築工事がこのほど完了

し、２０人用の生活空間が生まれました。そのうち、１５

室の個室が新設され、これまでの療養環境とは異なり、

専用トイレが設けられ

るなど、プライバシー

に配慮した居住空間を

提供できるようになり

ました。

　面会者にとっても他

の患者に気兼ねなく、

自由に面会できるよう

になっています。

　「動脈硬化」は血管がもろく

なっていく病気で、心筋梗塞や

脳卒中などを引き起こします。

　「動脈硬化」の原因は、不適

切な食生活や喫煙、運動不足、過度の飲酒、ストレスな

どで、4人に1人がこの「動脈硬化」で亡くなっています。

　寒い冬場は、血管が収縮するので、心筋梗塞や脳卒中

が起こりやすい季節です。夜中のトイレ、風呂場の脱衣

場、朝の着替えのときなど室内の温度を温かく保ちまし

ょう。

◎心筋梗塞

　主な症状：激しい胸痛。呼吸困難。

　対　　処：上半身を起こして座る。

　　　　　　脈がない場合は心臓マッサージをする。

◎脳卒中

　主な症状：手足のしびれや麻痺。ものが2重に見える。

　　　　　　言葉がでない。食べ物が飲み込めない。

　対　　処：意識、呼吸、嘔吐の有無を確認する。

　　　　　　吐きそうな場合は横向きに寝かせる。

申し込みが
必要です

※意識がない場合は、
　　　　　 早めに救急車を呼びましょう。
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三豊市奨学金貸付希望者を募集します
貸付対象者 貸付期間および利息

　平成２１年度に学校教育法に規定する学校のうち、高等

学校の全日制、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の

高等部、高等専門学校、短期大学および大学（大学院を除

く）に在学する人

貸付要件

・市内に住所を有する人（進学のため他の市町村に住所を

　移す人を含む）

・修学意欲があり、学校長が推薦する人

・経済的な理由により修学が困難であると認められる人

（ただし、市税を完納している世帯）

選　考

　奨学生選考会議で決定

貸付額

・ 高等学校等　　　　　　　　　　月額１０,０００円以内

・ 高等専門学校および短期大学　　月額１５,０００円以内

・ 大学　　　　　　　　　　　　　月額２０,０００円以内

　貸付期間は、貸し付けを受ける月数を通算して、奨学生

の在籍する学校の修業年限に相当する月数以内とし、無利

子とします。

返　還

　正規の修学期間が満ちた日の翌年４月から、貸し付けを

受けた期間に２年を加えた期間内に、月賦または半年賦、

年賦払いにより返還してください。

申し込み書類

・ 奨学金貸付申請書

・ 奨学生推薦調書

・ 所得・課税証明書および納税証明書（世帯全員のもの）

・ 住民票の写し（世帯全員のもの）

・ 入学許可書の写しまたは在学証明書（発行されしだい）

※申請書・推薦調書は、教育総務課、各支所市民サービス

　課（高瀬は市民課）に備え付けています。

申し込み期限

　２月２７日（金）（年度途中で、貸し付けを受けようと

する場合は、この限りではありません）

教育総務課　☎６２ －１１１０

▲

申し込み・問い合わせ

高松地方裁判所総務課　☎０８７－８５１－１５３７

▲

問い合わせ

Q
『裁判員制度』

候補者名簿に記載されたら、
必ず裁判所に行くことになるのですか？
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６２-１１１５
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☎

☎

一般用

少年相談

「
心
子
救
」

　
相
談
電
話
　
☎
６２
・
１
１
１
６

　
気
軽
に
相
談
を
！

《
少
年
相
談
コ
ー
ナ
ー
》

し
ん
こ
き
ゅ
う

　
薬
物
被
害
か
ら
子
ど
も
を
救
う
活

動
を
続
け
て
き
た
「
夜
回
り
先
生
」

こ
と
、
水
谷
修
氏
の
講
演
会
が
開
か

れ
ま
し
た
。

　
若
年
層
の
大
麻
使
用
や
家
庭
崩
壊

が
大
き
な
社
会
問
題
に
な
っ
て
い
る

中
、
経
験
に

根
ざ
し
た
水

谷
氏
の
講
演

に
、
多
く
の

参
加
者
が
感

銘
を
受
け
ま

し
た
。
参
加

者
の
感
想
を

紹
介
し
ま
す

○
お
話
の
一
つ
ひ
と
つ
に
重
さ
を
感

　
じ
、
感
動
し
ま
し
た
。
我
々
大
人

　
の
す
べ
き
事
…
明
日
か
ら
が
ん
ば

　
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

○
水
谷
先
生
と
お
会
い
し
て
、
友
だ

　
ち
の
こ
と
を
思
う
勇
気
、
生
き
る
 

 
勇
気
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

○
僕
は
今
、教
師
を
め
ざ
し
て
い
ま
す
。

　
あ
な
た
の
言
葉
を
胸
に
刻
み
、
あ
な

　
た
に
負
け
な
い
教
師
に
な
る
。

○
「
努
力
し
な
い
と
親
に
な
れ
な
い
」

　
と
い
う
言
葉
に
、
自
分
に
甘
え
が
あ

　
っ
た
な
ぁ
と
感
じ
ま
し
た
。
子
ど
も

　
と
と
も
に
成
長
し
て
い
き
た
い
と
思

　
い
ま
す
。

○
夜
の
世
界
を
知
っ
て
い
る
先
生
だ
か

　
ら
こ
そ
、
今
の
子
ど
も
た
ち
の
苦
し

　
み
、
悩
み
が
よ
く
わ
か
る
の
だ
と
思

　
い
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
、
子
ど
も
と

　
と
も
に
真
剣
に
向
か
い
合
っ
て
い
き

　
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
は
、
褒
め

　
る
こ
と
。

○
あ
い
さ
つ
・
声
か
け
、
今
日
か
ら
始

　
め
る
。
子
ど
も
を
褒
め
る
こ
と
、
正

　
直
言
っ
て
少
な
い
。
自
分
の
心
に
ゆ

　
と
り
が
な
い
の
が
一
番
の
理
由
だ
と

　
反
省
し
て
い
る
。
こ
の
き
び
し
い
時

　
代
を
、
家
庭
の
明
る
さ
で
生
き
ぬ
く

も
う
ひ
と
つ
の
安
心
を
プ
ラ
ス

国
民
年
金
基
金
を

　
　
　
ご
存
じ
で
す
か
？

　
自
営
業
な
ど
の
皆
さ
ん
を
対
象
に
、

ゆ
と
り
あ
る
老
後
を
過
ご
す
こ
と
が

で
き
る
よ
う
、
老
齢
基
礎
年
金
に
上

乗
せ
し
て
年
金
を
給
付
す
る
公
的
な

年
金
制
度
で
す
。

　　
２０
歳
か
ら
６０
歳
未
満
の
国
民
年
金

第
１
号
被
保
険
者
で
す
。
た
だ
し
、

国
民
年
金
の
保
険
料
を
免
除
さ
れ
て

い
る
人
、
農
業
者
年
金
に
加
入
し
て

い
る
人
は
、
加
入
で
き
ま
せ
ん
。

①
税
制
面
で
優
遇

　
国
民
年
金
基
金
の
掛
け
金
は
す
べ

　
て
社
会
保
険
料
と
し
て
所
得
か
ら

　
控
除
さ
れ
、
受
け
取
る
年
金
に
も

　
公
的
年
金
控
除
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

②
掛
け
金
が
お
得

　
年
金
の
受
取
額
が
同
額
の
場
合
、

　
月
々
の
掛
け
金
は
一
般
の
個
人
年

　
金
に
比
べ
て
安
く
な
っ
て
い
ま
す
。

③
何
口
か
ら
で
も
加
入
、増
減
も
自
由

　
毎
月
の
掛
け
金
の
上
限
で
あ
る
６

　
８，
０
０
０
円
の
範
囲
内
な
ら
何

　
口
か
ら
で
も
始
め
ら
れ
（
た
だ
し
、

　
個
人
型
確
定
拠
出
年
金
に
加
入
し

　
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
掛
け
金

　
と
合
わ
せ
て
６
８，
０
０
０
円
が

　
上
限
）、
さ
ら
に
加
入
後
も
増
減
で

　
き
ま
す
。

④
ニ
ー
ズ
に
合
っ
た
年
金
設
計
が
可
能

　
い
ろ
い
ろ
な
タ
イ
プ
が
あ
る
の
で
、

　
そ
れ
ぞ
れ
に
合
っ
た
年
金
設
計
が

　
で
き
ま
す
。

⑤
公
的
年
金
だ
か
ら
安
心

　
国
民
年
金
基
金
の
支
給
す
る
老
齢

　
年
金
は
、国
民
年
金
と
と
も
に
「
国

　
民
年
金
法
」
で
定
め
ら
れ
た
公
的

　
年
金
で
す
。

　
国
民
年
金
の
保
険
料
が
未
納
と
な

っ
た
場
合
、
そ
の
未
納
と
な
っ
た
期

間
に
つ
い
て
は
基
金
の
掛
け
金
を
納

付
し
て
い
た
と
し
て
も
、
年
金
ま
た

は
遺
族
一
時
金
が
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

そ
の
期
間
の
掛
け
金
は
、
そ
の
ま
ま

加
入
者
に
還
付
さ
れ
ま
す
。

　
ま
た
、
還
付
さ
れ
た
掛
け
金
に
つ

い
て
、
す
で
に
社
会
保
険
料
控
除
の

適
用
を
受
け
て
い
る
場
合
、
そ
の
額

に
つ
い
て
修
正
申
告
が
必
要
に
な
り

ま
す
。
国
民
年
金
の
保
険
料
も
忘
れ

ず
に
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

国
民
年
金
基
金
に
つ
い
て

年
金
相
談
所
を
開
設
し
ま
す

　
２
月
２
日（
月
）

　
豊
中
庁
舎
　
３
階
セ
ミ
ナ
ー
ル
ー
ム

　
２
月
９
日（
月
）

　
三
野
町
文
化
セ
ン
タ
ー
２
階
会
議
室

　
相
談
時
間
　
午
前
１０
時
〜
午
後
４
時

▼
問
い
合
わ
せ

　
県
国
民
年
金
基
金

　
　
０
１
２
０
（
６
５
）
４
１
９
２

　
１
年
分
、
６
カ
月
分
な
ど
一
定
期

間
の
保
険
料
を
ま
と
め
て
納
め
る
と
、

保
険
料
が
割
り
引
き
さ
れ
ま
す
。
毎

月
納
付
す
る
手
間
が
省
け
、
納
め
忘

れ
も
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
口
座
振

替
で
前
納
す
る
と
、
さ
ら
に
割
り
引

き
さ
れ
ま
す
。

　
口
座
振
替
で
の
前
納
納
付
を
希
望

す
る
人
は
、
通
帳
、
通
帳
届
出
印
、

年
金
手
帳
ま
た
は
納
付
書
を
お
持
ち

の
う
え
、
２
月
末
日
ま
で
に
社
会
保

険
事
務
所
ま
た
は
金
融
機
関
窓
口
で

お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

　
平
成
２０
年
中
に
納
め
た
国
民
年
金

保
険
料
は
、
全
額
所
得
控
除
さ
れ
ま

す
。

※
平
成
２０
年
分
「
社
会
保
険
料
（
国

　
民
年
金
保
険
料
）
控
除
証
明
書
」

　
が
お
手
元
に
な
い
人
は
、
次
の
専

　
用
ダ
イ
ヤ
ル
に
お
問
い
合
わ
せ
く

　
だ
さ
い
。

（
平
成
１７
年
分
の
所
得
の
申
告
か
ら

　
「
社
会
保
険
料
（
国
民
年
金
保
険

　
料
）控
除
証
明
書
」等
の
添
付
が
義

　
務
付
け
ら
れ
ま
し
た
）

控
除
証
明
書
専
用
ダ
イ
ヤ
ル

☎
０
５
７
０
（
０
７
０
）
１
１
７

３
月
１３
日（
金
）ま
で
の

午
前
９
時
〜
午
後
５
時（
平
日
の
み
）

▼
問
い
合
わ
せ

　
善
通
寺
社
会
保
険
事
務
所

　
　
国
民
年
金
課

　

☎
０
８
７
７
（
６
２
）
１
６
６
０

国
民
年
金
基
金
と
は
・
・
・

加
入
で
き
る
人
は
・
・
・

国
民
年
金
本
体
の
保
険
料
納
付
も

お
忘
れ
な
く
！

国
民
年
金
基
金
の
５
つ
の
メ
リ
ッ
ト

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
は

お
得
な

前
納
制
度
＆
口
座
振
替

　
　
　
　

を
利
用
し
ま
し
ょ
う

も
う
す
ぐ
申
告
相
談
が

始
ま
り
ま
す

● ●

。

。


